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教員免許とは？

○幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの教員は、原則として、

学校の種類ごとの教員免許状が必要。

○中学校、高等学校の教員は、学校の種類及び教科ごとの教員免許状

が必要。

教員免許の考え方 ⇒ ～相当免許状主義～

教員免許とは：教育職員となる資格があることを公に示すもの
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教員免許を巡る動き

○更新制の概要（平成21年4月1日から導入）

・免許状に10年間の有効期間を設定。

・有効期間の更新には、2年間で30時間以上、更新講習の受講が必要。

令和４年７月１日時点で有効な教員免許状は、以降、有効期限がない（無期限に有効）な

ものとなる。

令和４年７月１日 更新制が廃止された

教員免許更新制の廃止
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教員免許の有効性の確認

＜平成21年３月31日以前である＞

⇒お持ちの教員免許状は「旧免許状」です

＜平成21年４月１日以降である＞

⇒お持ちの教員免許状は「新免許状」です

・「令和４年７月１日時点で有効な教員免許状」とはどのようなもの？

・自分の教員免許状は有効なのか？

教員免許状を最初に授与されたのは？

「新免許状」か「旧免許状」かで
有効なのか確認する方法が異なる
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教員免許の有効性の確認【新免許状の場合】

①免許状に記載されている有効期限、もしくは、更新や延期等を行ったあとの証明書の

有効期限を確認

⇒お持ちの教員免許状は「有効」です

（今後特に手続しなくても有効のまま）

※証明書の種類（都道府県教育委員会発行）

・有効期間更新証明書

・有効期間延長証明書

②免許状の有効期限、もしくは、更新や
延期等を行ったあとの証明書の有効期限
が令和４年７月１日以後である

③免許状の有効期限、もしくは、更新や
延期等を行ったあとの証明書の有効期限
が令和４年６月30日以前である

⇒お持ちの教員免許状は「失効」して

います
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教員免許の有効性の確認【新免許状】

有効期限
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ここが令和４年７月１日以降の
日付である＝有効

教員免許の有効性の確認【新免許状】
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教員免許の有効性の確認【旧免許状の場合】

①生年月日に応じた有効期限、もしくは、更新や延期等を行ったあとの有効期限を証明書で確認

（旧免許状の場合、有効期限は「修了確認期限」という）

②生年月日に応じた有効期限、もしくは、更新や延期等を行ったあとの有効期限が

令和４年７月１日以後である

⇒お持ちの教員免許状は「有効」です

※証明書の種類（都道府県教育委員会発行）

・更新講習修了確認証明書

・教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する

法律（平成十九年法律第九十八号）附則第二条第三項第

三号の確認証明書

・修了確認期限延期証明書

・免許状更新講習免除証明書

8



教員免許の有効性の確認【旧免許状】

※旧免許状には有効期限が
記載されていない
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教員免許の有効性の確認【旧免許状】

○平成２１年３月３１日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方（栄養
教諭免許状を持つ方を除く）の最初の修了確認期限

○平成２１年３月３１日までに授与された栄養教諭免許状を持つ方（栄養教諭以外の職に
ある方も該当します。）の最初の修了確認期限

※文部科学省パンフレット「教員免許更新制とは？」から
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教員免許の有効性の確認【旧免許状】

ここが令和４年７月１日以降の
日付である＝有効
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教員免許の有効性の確認
【旧免許状の場合（その２）】

お持ちの教員免許状は「失効」しています お持ちの教員免許状は「休眠」状態です

「更新講習の受講義務者」（現職の教員）
ではなかった

「更新講習の受講義務者」（現職の教員）
であった

※生年月日に応じた有効期限、もしくは、いちど更新や延期等を行ったあとの有効期限が

来る前に教員免許の更新の手続をしなかった、又は、更新の対象ではなかった

※休眠とは：免許がなくなるわけではないが

教壇に立つ効力がない状態

生年月日に応じた有効期限、もしくは、更新や延期等を行ったあとの有効期限の日
時点で「更新講習の受講義務者」（現職の教員）であったかどうか

12



教員免許が期限切れ失効している
ときは 【新免許状、旧免許状共通】

期限切れで失効した場合でも、「再授与」の申請をすることが可能です

２ 再授与申請に必要な書類等

教育職員免許状授与願、戸籍抄本、履歴書、宣誓書、学力に関する証明書 等

１ 申請先

沖縄県教育庁学校人事課小中学校人事班

※期限切れ失効による再授与申請は、基本的に、失効前の教員免許状を授与した

都道府県教育委員会へ申請

必要書類などの詳細は、沖縄県教育委員会のホームページを御確認ください。

URL：https://www.pref.okinawa.jp/edu/jinji/menkyo/kojin-shinsei/shinsei.html

沖縄県教育委員会トップページ＞教員免許・登録＞免許状個人申請の手続について（申請書類）＞再授与申請による免許状

再取得⇒申請する免許に応じたＰＤＦを確認 13



教員免許が休眠の場合は【旧免許状】

教員免許が「休眠」状態である場合

令和４年７月１日以降、特に手続をしなくても

免許状は無期限に有効なものになります
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沖縄県教育庁学校人事課 小中学校人事班 免許担当

〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)

電話番号：098-866-2730（課直通）

教員免許に関するお問い合わせ先
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